
鹿嶋市告示第２３４号 

 

 鹿嶋市かしまクリーンカレンダー広告掲載要綱を次のように定める。 

 

   令和６年１１月２９日 

 

鹿嶋市長 田 口 伸 一 

 

鹿嶋市かしまクリーンカレンダー広告掲載要綱 

 

（趣旨) 

第１条 この要綱は，鹿嶋市内ごみステーションにおける家庭ごみ並びに資源集積所

の資源ごみ及び有害ごみ収集の曜日等を周知するため市が発行するかしまクリー

ンカレンダー（以下「カレンダー」という。）への広告掲載に関し，必要な事項を定

めるものとする。 

（広告掲載の基準） 

第２条 カレンダーに掲載する広告は，社会的に信用度の高い情報でなければならな

いため，広告内容及び表現は，それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでな

ければならない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する広告は，掲載できないものとする。 

（１）公共の福祉に反するもの又はそのおそれのあるもの 

（２）市の信用を失墜するもの又はそのおそれのあるもの 

（３）政治活動，宗教活動，意見広告及び個人の宣伝に関するもの 

（４）公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの 

（５）前各号に掲げるもののほか，市長がカレンダーに掲載することが不適当と認

めるもの 

３ 前項に定めるもののほか，広告掲載に関する基準（以下「掲載基準」という。）は，

別に定める。 

(広告の発行部数，規格等) 

第３条 カレンダーの発行部数，広告の規格及び広告掲載の位置等は，かしまクリー

ンカレンダー広告掲載募集要領（以下「要領」という。）に定める。 

（広告掲載の申込要件） 

第４条 広告掲載の申込みができる者は，次の各号のいずれにも該当しない者とする。 

（１）鹿嶋市内に本店，支店又は営業所を有していない者 

（２）市税の滞納がある者 

（３）鹿嶋市が発注する契約に係る業者選定に関し，指名停止措置（競争入札への

参加を制限する措置をいう。）を受けている者 



（４）鹿嶋市暴力団排除条例（平成２４年条例第５号）第２条及び第７条に規定す

る者 

（５）その他市長が不適当であると認める者 

（広告掲載の申込み） 

第５条 広告掲載を希望する者は，かしまクリーンカレンダー広告掲載申込書（様式

第１号）に次に掲げる書類を添付し，市長に提出しなければならない。この場合に

おいて，広告掲載を希望する者は，前条の申込要件を市が調査する場合があること

を承諾した上で申し込むものとする。 

（１）業務内容を明らかにする書類 

（２）市税に滞納がないことを証する書類 

（３）広告原稿案 

（４）その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず，市長が提出する必要がないと認める書類は，省略する

ことができる。 

３ 第１項に規定する書類の提出に要する一切の諸費用は，広告掲載を希望する者の

負担とする。 

４ 第１項の規定による申込みの期間は，要領に定める。 

（広告掲載の決定等） 

第６条 市長は，広告掲載の申込みをした者（以下「申込者」という。）から提出され

た広告原稿案を掲載基準に基づき審査するものとする。 

２ 申込者の数が広告枠数を超えるときは，抽選により広告掲載の順位を定めるもの

とする。 

３ 市長は，前２項の規定により広告掲載の可否を決定し，その旨を申込者にかしま

クリーンカレンダー広告掲載決定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

（広告原稿の提出） 

第７条 前条の規定による通知を受けた者（以下「広告主」という。）は，広告原稿を

市長が指定する期日までに，指定する場所に提出するものとする。 

（広告掲載料） 

第８条 １枠当たり広告掲載料は，別表に定める額とする。 

２ 広告主は，市長が指定する期日までに広告掲載料を納入するものとする。 

（広告掲載の取消し） 

第９条 市長は，次の各号のいずれかに該当すると判断したときは，広告掲載の決定

を取り消すことができる。 

（１）指定された期日までに広告原稿の提出がないとき。 

（２）指定された期日までに広告掲載料の納付がないとき。 

（３）広告主及び広告の内容が各種法令に違反し，又はそのおそれがあるとき。 

（４）前３号に定めるもののほか，広告掲載が適切でないと市長が判断したとき。 



２ 市長は，広告の掲載を取り消したときは，広告主にかしまクリーンカレンダー広

告掲載決定取消通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

３ 第１項の取消しにより広告主に損害が生じたときは，市長は，一切の責任を負わ

ないものとする。 

（広告掲載の取止め） 

第１０条 広告主は，自己の都合により広告掲載を取り止めることができるものとす

る。 

２ 前項の規定により，広告掲載を取り止めるときは，広告主は書面により市長に申

し出なければならない。 

３ 第１項の規定により広告掲載を取り止めるときには，既に納付した広告掲載料は

返還しないものとする。 

（広告主の責務） 

第１１条 広告主は，広告の内容に関し，一切の責任を負うものとする。 

２ 広告主は，広告掲載により第三者に損害を与えたときは，広告主の責任及び負担

において解決しなければならない。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，市長が別に定める。 

 

   附 則 

 この告示は，公布の日から施行する。 

 

別表（第８条関係） 

区 分 広告掲載料 

鹿島区域 １１５，５００円 

大野区域 ６２，７００円 

 

 

 

 

 

 

  



様式第１号（第５条関係） 

 

かしまクリーンカレンダー広告掲載申込書 

 

年   月   日 

 

 鹿嶋市長         様 

 

住  所 

法 人 名 

代 表 者 

 

年度 かしまクリーンカレンダーへの広告を掲載したいので，下記のとおり

申し込みます。 

 なお，申込者が鹿嶋市に納付すべき市税がある場合は，鹿嶋市が納付状況の調査を

することに同意します。 

 

記 

 

広 告 掲 載 発 行 物 年度 かしまクリーンカレンダー 

掲 載 希 望 地 区 鹿島区域 ・ 大野区域 

連 絡 先 

電  話  

Ｆ Ａ Ｘ  

E-mail  

担当者名  

 

添付書類 

 １ 業務内容を明らかにする書類 

 ２ 市税に滞納がないことを証する書類 

３ 広告原稿案 

 ４ その他市長が必要と認める書類 

※この欄は記入しないでください。 

結  果 備  考 

年  月  日 

☐掲載  ☐否掲載 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

かしまクリーンカレンダー広告掲載決定通知書 

 

第       号 

年   月   日 

 

          様 

 

鹿嶋市長 

 

 

 

年   月   日付けで申込みのあった    年度 かしまクリーンカレ

ンダーへの広告掲載について，下記のとおり決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 掲載する 

 

２ 掲載しない 

（理由                             ） 

 

１ 広 告 掲 載 発 行 物 年度 かしまクリーンカレンダー 

２ 掲 載 希 望 地 区 鹿島区域 ・ 大野区域 

３ 広 告 掲 載 料  

４ 広告掲載料の納入期限 年   月   日 

５ 備 考  

 

  



様式第３号（第９条関係） 

 

かしまクリーンカレンダー広告掲載決定取消通知書 

 

第       号 

年   月   日 

 

          様 

 

鹿嶋市長 

 

 

 

年   月   日付け   第   号で決定した   年度 かしまクリ

ーンカレンダーへの広告掲載について，下記のとおり決定を取り消します。 

 

記 

 

取消理由 


